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原因解明なき飛行再開は不当
新型垂直離着陸機オスプレイの普天間基地配備から 4年強が経つ 2016年12月13日、沖縄を初
めとして多くの市民がくり返し警告し懸念してきた大事故が沖縄県名護市東岸の浅瀬で発生
した。12月7日には岩国基地の戦闘攻撃機FA18ホーネットが高知県沖で墜落したばかりであっ
た。ここでは、今回の事故の原因究明に不可欠な疑問点や飛行時間が増えても減らないオスプ
レイの事故について考察する。そして、今後、普天間配備の 24機を含め計 53機ものオスプレイ
の配備計画がある日本の現状に対して、国内初の大事故が問いかけていることを考える。

事故は夜間空中給油訓練の
固定翼モードで起きた

　12月13日、夜9時30分頃、名護市安
あ

部
ぶ

沖の浅
瀬でオスプレイが着水し1、大破した。乗員5名の
うち2名負傷したが死者は出なかった。事故機
は、沖縄北東の海上で他のオスプレイ1機（同機
は事故機の空中監視の後、着陸装置の故障によ
り普天間基地で胴体着陸をしていた）とともに
空中給油機MC130（嘉手納）から空中給油を受
ける夜間訓練を実施していた。防衛省によると2

「給油が終了し、オスプレイのプローブ（補給口）
とMC130の給油ホースを分離させた後、21時5
分頃、乱気流等により、給油ホースとオスプレイ
のプロペラのブレード（羽）が接触し、ブレード
が損傷した。」「ブレードの損傷は回転するうち
に大きくなり、飛行が不安定な状態となった。」
訓練地点から近いキャンプ・シュワブを目的地
に飛行したが、途中辿り着けなくなり浅瀬に着
水したとされる。
　米軍は、事故は空中給油に伴い発生したもの
で、搭載システム、機械系統あるいは機体構造
を原因とするものではないとし、全機体につき
安全上の調査、確認をしたことをもって、19日、
空中給油以外の飛行を再開した3。稲田防衛大臣

は、14日未明、マルチネス在日米軍司令官との電
話会談で「原因究明、十分な情報提供、安全が確
認されるまでの飛行停止」を申し入れていたが、
いとも簡単に飛行再開を受け入れた。

真相究明には程遠い飛行再開
　事故調査報告書もない段階であるが、原因究
明に必要と考えられる疑問点を列挙してみる。

a）プロペラの羽が損傷した事象について
●　事故発生に関連した場所でわかっているのは

発見地点だけである。羽を損傷した地点や着
水地点は不明。事故発生時の高度、飛行速度、

オスプレイ、今後も事故が続くおそれ
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気象条件（気温、風速）も不明である。
●　大気の「乱気流等」によって具体的に何が起

きたのか? 乱気流によって機体が上下や左右
に揺さぶられMC130との距離が変化し、給油
ホースがプロペラに接触したのか。オスプレ
イは揚力不足のため、大気の乱れに弱いこと
が要因の一つではないかと疑われる。　

●　機体の大きさに比してプロペラが異様に大き
く、給油の際、プローブを出し入れするスペー
スが狭く、作業は難しいことが想定される。

b）プロペラが損傷した後の飛行状況がほとんど
明かされていない。

●　今回の事故の特徴は、滑空ができ、比較的安全
とされる固定翼モードにおいて起きたことで
ある。オスプレイの業務に従事した経験のあ
るアーサー・R・リボロ氏の米議会4証言におい
ても、「V22の推進者たちは、同機は全エンジ
ンが停止しても、固定翼モードに変換するこ
とによって安全な着陸が可能であると主張し
ている」とされていた。

●　羽の損傷は、右・左いずれの羽のどの辺りで起
きたのか? 回転するうちに損傷はどう拡がっ
たのか? 損傷した方のエンジンは停止し、片方
のプロペラだけで飛行したのか? あるいは、左
右のバランスを取るため両エンジンともに停
止し滑空のような形を取ったのか?

●　「飛行が不安定な状態になった」というのは、
羽の損傷が乱気流に伴い発生したことも併
せ、機体重量に比べて揚力が不足がちなオス
プレイ特有の現象ではないのか? オスプレイ
は、重い主翼とそれを胴体から支える構造に
より、自重が約17トンあり5（ヘリコプターと
比べ2倍はある）、そのため揚力不足になる。1
つの航空機で固定翼モードと垂直離着陸モー
ドの両方の機能を持たせるという高度な目的
を追求したことによる、機体の構造的な問題
による事故という疑いがある。

c）安定飛行が可能であったのかどうかが明らか
にされていない。

●　キャンプ・シュワブまで残りわずか約5kmの
ところでなぜ着水したのか? これは、制御が
不能（例えば以下に指摘するように、機体を水
平に保持する操作ができなくなったなど）で
あったことを示しているのではないか。

●　着水は水平に行うことができたのか? 発見地
点での写真によれば、左側の主翼はなくなり、
左側に傾きながら着水したようにも見える
が、事実はどうか。

　
　米軍は、いち早く「不時着水」と報告し、政府
は、それをそのまま発表した。報道のほとんど
がそれに従ったが、沖縄など一部のメディアは

「墜落」としている。現時点では制御可能であっ

たのかどうかを判断できる材料がなく、少なく
とも「不時着水」とは言えない。リボロ氏は「琉球
新報」の取材に対し「航空機が制御できていた場
合、機体の損傷を引き起こさずに水面に着陸で
きただろう。機体が激しい損傷を受けた事実は
その航空機が制御不能であり、航空機を破壊す
るに十分な力で水面にぶつかったことを示唆し
ている」6としている。
　これらの情報はボイスレコーダーの分析から
わかるはずだが、それは公開されていない。要す
るにわからないことだらけであり、真相究明に
は遠く及ばない。少なくとも事故報告書が出て、
両政府間で検証が終わるまで飛行再開はありえ
ない。
　この間、日本側は、事故の調査に関して全く排
除されたままである。14日、海上保安庁は航空
危険行為処罰法違反容疑での捜査を始め、米軍
に乗員の尋問を要請したが回答はなかった。04
年8月、沖縄国際大学へのCH46ヘリ墜落事故を
機に作成された「施設・区域外での合衆国運用航
空機事故に関するガイドライン」にも事故原因
を究明する調査を共同で実施することなどは盛
り込まれていない。

減らないオスプレイの事故
　「航空機の機種の安全記録を代表する指標と
して」米軍が使用する事故率という考え方があ
る。これは、「延べ10 万飛行時間当たりのクラス
Ａ事故の発生件数」で定義される。クラスＡと
は、被害総額が200万ドル以上や死亡の発生な
どの大きな事故である。クラスＡ事故は数少な
い事象であり、年に1回でも起こると一気に事故
率は高くなる。その後は運用時間が増えるにつ
れて徐々に減少し、また事故が起こると一気に
増えるといったことを繰り返す。ちなみに米海
軍安全センターは、今回の事故をクラスAと評価
し、被害額を95億ドルとしている7。
　12年9月、オスプレイの普天間配備に当たり、
政府は、オスプレイの事故率は12年4月時点で、
03年からの延べ飛行時間が10万3519時間で
事故率1.93であり、海兵隊所属航空機種の平均
2.45と比べて事故率は低いとした8。その上で、
一般に航空機は飛行時間を重ねるごとに事故率
は低下すると説明した。以後、政府は事故率デー
タを示さなかったが、近藤昭一議員（民進党）の
質問主意書への答弁書で最近4年間の事故率を
ようやく明らかにした9。12年9月：1.65、13年9
月：2.61、14年9月：2.12、15年9月：2.64で あ る。
さらに「琉球新報」10は、米海兵隊への取材に基
づき15年12月の事故率を3.69としている。オス
プレイの事故率は飛行時間が増えても低下して
おらず、これに関する明快な説明はない。この疑
問に応えるためには、少なくともこれまでの事
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故を全て検証する作業が不可欠であろう。
　政府は、12年に発生したモロッコ、フロリダ
での事故報告書の評価をもってオスプレイの安
全性は確認されているとしている。モロッコ事
故では、ヘリモードで上昇した後、ホバリング状
態で170度旋回した直後に追い風を受け、エン
ジン・ナセル11の角度を前方に傾けすぎたこと
で前のめりとなり墜落した。CV22のフロリダ事
故では、前方機の後方への侵入が早すぎた結果、
前方機による後方乱気流に入り墜落した。いず
れの場合も、機体に機械的な不具合はなく、操縦
ミスとされた。しかし、事故はパイロットが判断
しにくい環境下で起きており、揚力不足を背景
に操縦の複雑さや大気側の変化に弱いなど、人
為的ミスだけで評価できない要素が大きいこと
は無視されている。その後、ペルシャ湾、ハワイ
などでクラスAの大事故が起きたが、政府は事故
報告書の入手すらせず、それらの評価を怠って
きた。例えば15年5月17日、海兵隊員が2人死亡
したオアフ島（ハワイ）での事故では、垂直離着
陸モードで着陸しようとした際、「塵や砂を吸い
込んだ結果、左エンジンの揚力を失い、着陸に失
敗した」とされている。この事故原因は機械的、
構造的な欠陥そのものである。いずれにせよ、運
用時間が増加しても事故が減らない本質的な理

由を探ることが必要になっている。

今後、事故は日本列島全域で起こりうる
　ここで、12年10月のオスプレイ（MV22）普天
間配備から4年の、日本列島における飛行実績を
振り返っておこう。沖縄防衛局調査12によれば、
普天間飛行場における飛来状況は、24機体制に
なった14年4月～16年3月の2年間で見ると、離
陸2544回、着陸2554回、合計5098回である。う
ち午後7時から10時までの離着陸983回、午後
10時から翌朝7時までが208回である。1機当た
り年に平均106回の離着陸をしている。また夜
間飛行も初めから行っている。
　本土への飛来は、13年3月6～8日、岩国基地へ
の3機が始まりである。その後、岩国は本土にお
けるオスプレイ飛来の中心となった。13年4月
22日には6機が飛来、給油を受けてから韓国に
向かい、4月30日、及び5月3日に岩国に戻るとい
う形で米韓合同演習参加の中継拠点となった。
13年10月16日には2機が岩国を経由して饗

あい
庭
ば

野
の

での演習に参加。
　東日本への初飛来は14年7月からで、15～18
日、1機が直行で厚木基地に飛来し、東富士との
間を往復した。7月21日には2機が岩国経由で横
田基地に来た後、丘

おか

珠
だま

空港（北海道）での航空祭

　「米国は核能力を大いに強化し拡大してゆかねば
ならない。世界が核に関する正気をとりもどすまでは」。
16年12月22日、来る1月20日に大統領に就任するドナ
ルド・トランプのツィートが世界を駆け巡った。これは、
プーチン・露大統領が同じ日に「ミサイル防衛を打ち負
かすようなミサイルを開発し核戦力を強化する必要が
ある」と国防幹部らに向かって檄を飛ばしたことへの
反応だった。トランプは翌日のテレビ・インタビューで
このようにも言った。「軍拡競争になったって構わない。
我々は彼らに打ちかち、より長く生き延びるのだ」。
　私たちは言ってやらねばならない。「『正気』を失って
いるのはあなた方だ。」
　トランプがツィートした翌日、国連総会では核兵器
禁止条約交渉を開始する決議が採択された。決議を主
導したのはオーストリア、ブラジル、アイルアンド、メ
キシコ、ナイジェリア、南アフリカ。そこに100を超える
国々が結集してもたらされた歴史的転換であった。
　核保有の特権の上に世界の命運を握る米国、ロシア
をはじめとする5か国、そしてその後を追う核保有4か
国は、この決議に反対または棄権票を投じた。核兵器は、

年
頭
に
あ
た
っ
て

使用されるまでもなくすでに「非人道的役割」を果たし
ている。一握りの国が世界の頭上で核を振りかざし、73
億人から自己決定の権利を奪う、というやり方で。
　16年のクリスマスに端無くも露呈した世界の醜悪な
現実は、私たちにいっそうの行動を促している。「核の巨
人を打ち倒そう」と。

……
奴らは手を挙げてこう言うだろう

「わかった、君たちの言うとおりにしよう。」
僕らは船の上から叫ぶ

「今すぐに、だ。時間稼ぎはゆるさない。」
さもなければ奴らは王家の一族のように波に呑まれ
ゴリアテのように打ち倒されるだろう。
（「船がやってくるとき」、ボブ・ディラン。訳：田巻一彦。）

　ピースデポが、この歴史的戦いの一端に連なることが
できることを喜びたいと思います。ともに進んでゆきま
しょう。2月26日の総会と総会イベントで会うのを楽し
みにしています。

さあ、核兵器退治の
　　　　　たたかいに赴こう

田巻 一彦 （ピースデポ代表）
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に参加。11月6～10日、日米共同防災訓練「みち
のくアラート」に3機が参加し、宮城県仙台市、気
仙沼市へ飛来するが、途中で引き返したり、仙台
湾での着艦訓練では着艦できなかった。15年は
キャンプ富士での訓練が増え、厚木、横田周辺で
の旋回が目立ち、16年からは一度に飛来する機
数が増加している。
　15年3月23日、米海軍佐世保基地の赤崎岸壁
に強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」からとみら
れるオスプレイ2機が初飛来し、タンクローリー
から燃料補給を受けた。3月26日にも1機が全く
同じパターンで飛来した。その後の普天間と佐
世保を往復するだけの飛来も含め、佐世保基地
の赤崎岸壁には少なくとも通算9回、延べ13機
が飛来している。このように普天間基地配備の
オスプレイの岩国、厚木、横田、佐世保への飛来
は恒常化している13。
　これに加え、今後さらにオスプレイの飛来増
をもたらす新たな計画が目白押しである。

●　17年から陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県）
のオスプレイ整備場運用開始。

●　17年からCV22オスプレイ10機を横田基地
（東京都）配備。国内4空域（三沢、ホテルエリア
（群馬県など）、キャンプ富士、沖縄訓練場（伊
江島、高江））を訓練空域とし、低空飛行訓練が
想定される。

●　19年度以降に陸上自衛隊が17機を購入、佐賀
空港（佐賀県）が配備候補地とされている。

●　21年以降、海軍仕様の空母搭載オスプレイ
2機の岩国基地配備（推定）。

　これらが予定通り進めば日本列島には日米合
わせて計53機のオスプレイが配備され、木更津
整備場とも相まって、現在の数倍規模で全国各
地での飛来が日常化する。事故は日本列島全域
で起こりうる。
　今回の事故は、固定翼モードでのプロペラ損
傷により起きたが、背景には揚力不足という構
造的問題がある可能性が高い。これは、垂直離着
陸モードで両エンジンが停止した場合のオート
ローテーション機能の有無に関する議論にも波
及する。この事故を契機に、オスプレイそのもの
の構造的な問題点を明らかにさせることが急務
である。（湯浅一郎）

 注
1　米軍は「不時着水」とするが、「滑空しながら水平姿

勢を保ち、制御された状態で徐々に降下していた」
ことなどを証拠づける事実は示されていない。一
方で「墜落」と断定できる根拠もない。そこで、ここ
では、ただ水面に降下したという意味で「着水」と
いう表現を使用しておく。

2　防衛省「不時着水したMV-22オスプレイについ
て」、16年12月19日。

3　17年1月6日、米軍は空中給油訓練も再開した。
4　米下院監視・政府改革委員会（09年6月23日）。
5　防衛省「MV-22オスプレイ」、12年6月。

A 核兵器 決議番号

1 アフリカ非核兵器地帯条約 A/RES/71/26 
2 中東地域における非核兵器地帯の設立 A/RES/71/29 

3 ラテン・アメリカ及びカリブ地域における
核兵器禁止条約の強化 A/RES/71/27

4 中央アジア非核兵器地帯 A/RES/71/65
5 モンゴルの国際安全保障と非核兵器地位 A/RES/71/43
B 他の大量破壊兵器
24 テロリストの大量破壊兵器取得防止措置 A/RES/71/38
25 テロリストの放射性物質取得防止 A/RES/71/66
26 生物及び毒素兵器の禁止及び廃棄に関する条約 A/RES/71/87
C  宇宙
29 宇宙行動における透明性と信頼醸成措置 A/RES/71/42
D 通常兵器

32 小型武器の不正取引の阻止と回収のための
諸国への支援 A/RES/71/52

33 小型武器のあらゆる側面における不正取引 A/RES/71/48
34 特定の通常兵器の使用の禁止、及び制限条約 A/RES/71/84
E 地域軍縮と安全保障
40 地域軍縮 A/RES/71/40
41 地域及び準地域的信頼醸成措置 A/RES/71/39
42 地中海地域における安全保障と協力体制の強化 A/RES/71/85
43 地域的信頼醸成措置（中央アフリカ） A/RES/71/79

6　「琉球新報」16年12月16日。
7　www.public.navy.mil/NAVSAFECEN/Documents/

statistics/ADS.pdf
8　防衛省「オスプレイの事故率について」、12年9月

19日。
9　近藤昭一議員の質問主意書への答弁書。16年5月

17日、答弁第261号。
10　「琉球新報」16年1月6日。
11　エンジンを収容する両翼端の円筒部分。
12　www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kikaku/

hikoujoukyou2708/10.pdf
13　神奈川県、山口県、佐世保市の各ウェブサイト、及

びリムピース、厚木基地爆音防止期成同盟、横田・
基地被害をなくす会、ピースリンク広島・呉・岩国
など市民団体の監視活動などから。

第71回  国連総会決議  
　　　　　  採択結果 

-軍縮及び安全保障- 

無投票で採択された決議

（2016年）
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A 核兵器 決議番号 賛成-反対-棄権 核兵器保有9か国

6 南半球及び近隣諸国における非核兵器地帯 A/RES/71/51 179-4-1 × × × × ○ ○ ○ △ ○
7 消極的安全保証 A/RES/71/30 128-0-57 △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○
8 核軍縮 A/RES/71/63 122-44-17 × × × × ○ △ △ × ○
9 核軍縮の検証 A/RES/71/67 175-0-6 ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

10 多国間核軍縮交渉を前進させる A/RES/71/258 113-35-13 × × × × △ △ △ × ‐
11 核軍縮への誓約履行の加速（NAC決議） A/RES/71/54 137-25-19 × × × × △ × △ × ×
12 新たな決意のもとでの結束した行動（日本決議） A/RES/71/49 167-4-16 ○ × △ △ × △ △ △ ×
13 ICJ勧告的意見のフォローアップ（マレーシア決議） A/RES/71/58 136-25-22 × × × × ○ ○ ○ × ○
14 核兵器の人道上の結末 A/RES/71/46 144-16-24 × × × × △ ○ △ × △
15 核兵器の禁止と廃絶に向けた人道の誓約 A/RES/71/47 137-34-12 × × × × △ △ △ × △
16 核兵器のない世界のための倫理的至上命題 A/RES/71/55 130-37-15 × × × × △ △ △ × △
17 核兵器使用の禁止に関する条約 A/RES/71/75 128-50-9 × △ × × ○ ○ ○ × ○
18 核兵器の危険性の低減 A/RES/71/37 126-49-10 × △ × × △ ○ ○ × ○
19 核兵器システムの作戦準備態勢の低下 A/RES/71/53 175-4-5 × × × × ○ ○ ○ △ △
20 中東における核拡散の危険性 A/RES/71/83 157-5-22 × ○ △ △ ○ △ ○ × ○
21 包括的核実験禁止条約（CTBT） A/RES/71/86 183-1-3 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ×
22 兵器用核分裂性物質の生産禁止条約（FMCT） A/RES/71/259 158-2-9 ○ △ ○ ○ △ ○ × △ ‐
23 核軍縮に関する2013年国連総会ハイレベル会合のフォローアップ A/RES/71/71 140-30-15 × × × × ○ ○ ○ × ○
B 他の大量破壊兵器
27 化学兵器の禁止に関する条約の実施/履行 A/RES/71/69 160-6-15 ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ‐
28 弾道ミサイル拡散に対するハーグ・コード A/RES/71/33 166-1-16 ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ -
C  宇宙
30 宇宙における軍備競争の禁止 A/RES/71/31 182-0-4 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
31 宇宙兵器先行配備の禁止 A/RES/71/32 130-4-48 × ○ △ △ ○ ○ ○ × ○
D 通常兵器
35 対人地雷禁止及び廃棄に関する条約の履行 A/RES/71/34 164-0-20 △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △
36 クラスター弾に関する条約の履行 A/RES/71/45 141-2-39 △ × ○ ○ △ △ △ △ ○
37 劣化ウランを含む兵器及び弾薬使用の影響 A/RES/71/70 151-4-28 × △ × × ‐ ○ ○ × ○
38 武器貿易条約（ATT） A/RES/71/50 157-0-28 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △
39 武器、装備、デュアルユース物品及び技術の移転に関する国内法 A/RES/71/68 180-0-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
E 地域軍縮と安全保障
44 地域及び準地域的軍備管理 A/RES/71/41 183-1-3 ○ △ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
F 他の軍縮手段及び国際安全保障
45 国際安全保障における情報･通信の発展 A/RES/71/28 181-0-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
46 軍縮及び核不拡散における多国間主義の促進 A/RES/71/61 132-4-50 × ○ × △ ○ ○ ○ × ○
47 1925年ジュネーブ議定書の意義を高める措置 A/RES/71/59 181-0-2 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

〈 ○:賛成   ×:反対   △:棄権   - :欠席〉   

　以下の表は、第 71回国連総会（2016年）における軍縮及び安全保障に関する主要な決議の採択結果を示
すものである。まず4ページに無投票で採択された決議をまとめた。投票により採択された決議は、5ページ
に事実上の核兵器保有 9か国、6~7ページには左から米核兵器依存の非保有国、新アジェンダ連合（NAC）、
その他の順に並べた。ここで紹介されている国は、ジュネーブ軍縮会議（CD）参加 65か国及び軍縮・不拡散
イニシャチブ（NPDI）に所属するフィリピン、アラブ首長国連邦である。表の左端の列の通し番号は、8ペー
ジから始まる「投票情報」における各決議の通し番号に対応している。また、表の決議名には略称を含む。
　決議一覧は<http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/71>による。投票情報は、
PaperSmart<https://papersmart.unmeetings.org/>、UNBISNET（国連書誌情報システム）<http://unbisnet.
un.org/>などを参照しつつ、国連ダグ・ハマーショルド図書館 <https://library.un.org/content/contact-
us-0>に問い合わせて入手した。

投票により採択された決議
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A 核兵器 決議番号 賛成-反対-棄権 米核兵器依存の非保有国 新アジェンダ連合（NAC）
6 南半球及び近隣諸国における非核兵器地帯 A/RES/71/51 179-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 消極的安全保証 A/RES/71/30 128-0-57 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
8 核軍縮 A/RES/71/63 122-44-17 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
9 核軍縮の検証 A/RES/71/67 175-0-6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 多国間核軍縮交渉を前進させる* A/RES/71/258 113-35-13** × × × × × × × × ○ △ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ‐ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
11 核軍縮への誓約履行の加速（NAC決議） A/RES/71/54 137-25-19 △ △ ‐ × × △ × × × △ △ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
12 新たな決意のもとでの結束した行動（日本決議） A/RES/71/49 167-4-16 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ △ ○
13 ICJ勧告のフォローアップ（マレーシア決議） A/RES/71/58 136-25-22 △ △ ‐ × × △ × × × × △ × △ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
14 核兵器の人道上の結末 A/RES/71/46 144-16-24 △ ○ × △ △ △ △ × △ △ △ × × △ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
15 核兵器の禁止と廃絶に向けた人道の誓約 A/RES/71/47 137-34-12 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
16 核兵器のない世界のための倫理的至上命題 A/RES/71/55 130-37-15 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
17 核兵器使用の禁止に関する条約 A/RES/71/75 128-50-9 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
18 核兵器の危険性の低減 A/RES/71/37 126-49-10 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ △ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
19 核兵器システムの作戦準備態勢の低下 A/RES/71/53 175-4-5 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 中東における核拡散の危険性 A/RES/71/83 157-5-22 △ ○ ○ △ ○ × △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 包括的核実験禁止条約（CTBT） A/RES/71/86 183-1-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 兵器用核分裂性物質の生産禁止条約（FMCT）* A/RES/71/259 158-2-9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 核軍縮に関する2013年国連総会ハイレベル会合のフォローアップ A/RES/71/71 140-30-15 × △ × × △ × × × × × △ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
B 他の大量破壊兵器
27 化学兵器の禁止に関する条約の実施/履行 A/RES/71/69 160-6-15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ ○ △ ○
28 弾道ミサイル拡散に対するハーグ・コード A/RES/71/33 166-1-16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ - ○ △
C  宇宙
30 宇宙における軍備競争の禁止 A/RES/71/31 182-0-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 宇宙兵器先行配備の禁止 A/RES/71/32 130-4-48 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
D 通常兵器
35 対人地雷禁止及び廃棄に関する条約の履行 A/RES/71/34 164-0-20 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
36 クラスター弾に関する条約の履行 A/RES/71/45 141-2-39 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ × △
37 劣化ウランを含む兵器及び弾薬使用の影響 A/RES/71/70 151-4-28 △ ○ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
38 武器貿易条約（ATT） A/RES/71/50 157-0-28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ - △ ○
39 武器、装備、デュアルユース物品及び技術の移転に関する国内法 A/RES/71/68 180-0-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E 地域軍縮と安全保障
44 地域及び準地域的軍備管理 A/RES/71/41 183-1-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
F 他の軍縮手段及び国際安全保障
45 国際安全保障における情報･通信の発展 A/RES/71/28 181-0-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
46 軍縮及び核不拡散における多国間主義の促進 A/RES/71/61 132-4-50 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
47 1925年ジュネーブ議定書の意義を高める措置 A/RES/71/59 181-0-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【国家の分類】
●  核兵器保有9か国：核不拡散条約（NPT）上の5核兵器国及び事実上

の核兵器保有国4か国。
●  米核兵器依存国：米国の拡大核抑止力（核の傘）に依存する非保有国。

第71回  国連総会決議  
　　　　　  採択結果 

-軍縮及び安全保障-   【続き】

（2016年）

* 本表で取り上げた総会決議のほとんどは16年12月5日
付で採択されたが、決議A/RES/71/258「多国間核軍縮
交渉を前進させる」（17年核兵器禁止交渉開始決議）及
びA/RES/71/259「兵器用核分裂性物質の生産禁止条約

（FMCT）」は、実施に特別な費用が必要なため、総会第5
委員会（行政・予算）における予算措置の決定を待ち、12
月23日に採択された。

** 決議A/RES/71/258の賛成国113か国のうち、NATO加
盟のイタリア、エストニア、アルバニアの3か国につい
ては誤って賛成票を投じたとの情報があり、確認中。こ
の3か国は、同決議の第1委員会投票ではいずれも反対
票を投じていた。

〈 ○:賛成   ×:反対   △:棄権   - :欠席〉   投票により採択された決議

注記
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A 核兵器 決議番号 賛成-反対-棄権 米核兵器依存の非保有国 新アジェンダ連合（NAC）
6 南半球及び近隣諸国における非核兵器地帯 A/RES/71/51 179-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 消極的安全保証 A/RES/71/30 128-0-57 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
8 核軍縮 A/RES/71/63 122-44-17 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
9 核軍縮の検証 A/RES/71/67 175-0-6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 多国間核軍縮交渉を前進させる* A/RES/71/258 113-35-13** × × × × × × × × ○ △ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ‐ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
11 核軍縮への誓約履行の加速（NAC決議） A/RES/71/54 137-25-19 △ △ ‐ × × △ × × × △ △ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
12 新たな決意のもとでの結束した行動（日本決議） A/RES/71/49 167-4-16 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ △ ○
13 ICJ勧告のフォローアップ（マレーシア決議） A/RES/71/58 136-25-22 △ △ ‐ × × △ × × × × △ × △ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
14 核兵器の人道上の結末 A/RES/71/46 144-16-24 △ ○ × △ △ △ △ × △ △ △ × × △ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
15 核兵器の禁止と廃絶に向けた人道の誓約 A/RES/71/47 137-34-12 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○
16 核兵器のない世界のための倫理的至上命題 A/RES/71/55 130-37-15 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
17 核兵器使用の禁止に関する条約 A/RES/71/75 128-50-9 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
18 核兵器の危険性の低減 A/RES/71/37 126-49-10 × △ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ △ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
19 核兵器システムの作戦準備態勢の低下 A/RES/71/53 175-4-5 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 中東における核拡散の危険性 A/RES/71/83 157-5-22 △ ○ ○ △ ○ × △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 包括的核実験禁止条約（CTBT） A/RES/71/86 183-1-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 兵器用核分裂性物質の生産禁止条約（FMCT）* A/RES/71/259 158-2-9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 核軍縮に関する2013年国連総会ハイレベル会合のフォローアップ A/RES/71/71 140-30-15 × △ × × △ × × × × × △ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
B 他の大量破壊兵器
27 化学兵器の禁止に関する条約の実施/履行 A/RES/71/69 160-6-15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ ○ △ ○
28 弾道ミサイル拡散に対するハーグ・コード A/RES/71/33 166-1-16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ - ○ △
C  宇宙
30 宇宙における軍備競争の禁止 A/RES/71/31 182-0-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 宇宙兵器先行配備の禁止 A/RES/71/32 130-4-48 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
D 通常兵器
35 対人地雷禁止及び廃棄に関する条約の履行 A/RES/71/34 164-0-20 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
36 クラスター弾に関する条約の履行 A/RES/71/45 141-2-39 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ × △
37 劣化ウランを含む兵器及び弾薬使用の影響 A/RES/71/70 151-4-28 △ ○ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
38 武器貿易条約（ATT） A/RES/71/50 157-0-28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ - △ ○
39 武器、装備、デュアルユース物品及び技術の移転に関する国内法 A/RES/71/68 180-0-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E 地域軍縮と安全保障
44 地域及び準地域的軍備管理 A/RES/71/41 183-1-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
F 他の軍縮手段及び国際安全保障
45 国際安全保障における情報･通信の発展 A/RES/71/28 181-0-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
46 軍縮及び核不拡散における多国間主義の促進 A/RES/71/61 132-4-50 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
47 1925年ジュネーブ議定書の意義を高める措置 A/RES/71/59 181-0-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【国家の分類】
●  核兵器保有9か国：核不拡散条約（NPT）上の5核兵器国及び事実上

の核兵器保有国4か国。
●  米核兵器依存国：米国の拡大核抑止力（核の傘）に依存する非保有国。

●  新アジェンダ連合（NAC）：1998年に外相声明「核兵器のない世界
へ：新しいアジェンダの必要性」を発し、その後も活動を継続して
いる6か国。

●  軍縮・不拡散イニシャチブ（NPDI）：2010年9月、日豪主導で結成さ
れた国家グループ。下の表で、国名が白字の12か国。（注：日本政府
は「軍縮・不拡散イニシャチブ」と訳しているが、原文（英）は「不拡
散・軍縮イニシャチブ」）

/ 提案国：中央アフリカ諸国経済共同体
を代表して中央アフリカ。無投票。
44.「地域及び準地域的軍備管理」/ 提 案
国：エジプト、イタリア、パキスタンなど
15か国。反対はインドのみ。ロシアなど
が棄権。

F：他の軍縮手段及び国際安全保障
45.「1925年ジュネーブ議定書の意義を高
める措置」/ 提案国：非同盟諸国（NAM）

を代表してインドネシア。反対はゼロ。米
国とイスラエルのみ棄権。
46.「国際安全保障における情報･通信の
発展」/ 提案国：中国、ロシアなど80か国。
反対はゼロ。ウクライナのみ棄権。
47.「軍縮及び核不拡散における多国間主
義の促進」/ 提案国：非同盟諸国（NAM）
を代表してインドネシア。ロシア、中国は
賛成。米国、英国、イスラエルなどは反対。
フランス、日本、韓国、NATO非保有国な

どは棄権。

注
1　出典は、A/71/442,443,445-8,450,451,453-7

の各国連文書。各文書は<https://www.un.org/
disarmament/firstcommittee-71/>からダウン
ロードできる。

2　本誌508号（16年11月15日）に決議文全訳。
3　本誌509号（16年12月1日）に決議主文全訳。

（8ページから続く）



2017年1月15日　第511－2号　核兵器・核実験モニター １９９６年４月２３日第三種郵便物認可　毎月２回１日、１５日発行8

（7ページに続く）

【資料】第71回国連総会決議の
投票情報
第71回国連総会は、軍縮及び安全保障に
関連して64の決議をあげた。そのうち主
要な47を6 分野に分け、ジュネーブ軍縮
会議（CD）参加65か国とアラブ首長国連
邦の投票結果を総表にした。このデータ
は各国政府の国際舞台での姿勢をうかが
い知る必須の情報である。以下に決議ご
との名称、提案国などを列記する。なお、
提案国数は第1 委員会投票時のもの1。

A：核兵器
1.「アフリカ非核兵器地帯条約」/ 提案国：
オーストラリア、オーストリア、ナイジェ
リアなど7か国。無投票。
2.「中東地域における非核兵器地帯の設
立」/ 提案国：エジプト。無投票。
3.「ラテン・アメリカ及びカリブ地域にお
ける核兵器禁止条約の強化」/ 提 案 国：
CELAC33か国中27か国、オーストリア、
ナイジェリアなど40か国。無投票。
4.「中央アジア非核兵器地帯」/ 提案国：中
央アジア非核兵器地帯5か国、5核兵器国
など53か国。無投票。
5.「モンゴルの国際安全保障と非核兵器地
位」/ 提案国：モンゴル、5核兵器国など
19か国。無投票。
6.「南半球及び近隣諸国における非核兵
器地帯」/ 提案国：ブラジル、ラロトンガ
条約締約国13か国中5か国など40か国。
中国、北朝鮮、日本、韓国、NATO非保有国
は賛成。米国、ロシア、英国、フランスは反
対。イスラエル棄権。
7.「非核兵器国に対して核兵器の使用ま
たは使用の威嚇をしないことを確約する
効果的な国際協定の締結」（消極的安全保
証）/ 提案国：ブラジル、イラン、パキス
タンなど30か国。中国、日本、北朝鮮は賛
成。米国、英国、ロシア、フランス、韓国は
棄権。
8.「核軍縮」/ 提案国：キューバ、インドネ
シア、ミャンマーなど48か国。中国、北朝
鮮は賛成。米国、ロシア、英国、フランス、
韓国は反対。日本は棄権。
9.「核軍縮の検証」/ 提案国：ノルウェー、
米国、英国など45か国。米国、英国、フラ
ンス、日本、韓国は賛成。ロシア、中国、北
朝鮮は棄権。
10.「多国間核軍縮交渉を前進させる」2/ 提
案国：オーストリア、アイルランド、メキ
シコなど57か国。米国、ロシア、英国、フ
ランス、日本、韓国とNATO非保有国のほ
とんど（例外はオランダが棄権）は反対。
中国は棄権、北朝鮮は欠席。
11.「核軍縮への誓約履行の加速」（NAC
決議）/ 提 案 国：NAC6か 国 な ど20か 国。
米国、ロシア、英国、フランス、イスラエ
ル、インド、北朝鮮が反対。前回棄権した
NATO 非保有国の多くが反対へ。
12.「核兵器の全面的廃絶に向けた、新た
な決意のもとでの結束した行動」（日本決
議）3/ 提案国：日本など108か国。オース
トラリア、NATO 非保有国は賛成。前回棄
権の米国、南アフリカが賛成。英国、フラ
ンス、インドなどは棄権。ロシア、中国、北
朝鮮が反対。
13.「核兵器の威嚇または使用の合法性に
関する国際司法裁判所（ICJ）の勧告的意見
のフォローアップ」（マレーシア決議）/ 提

案国：ブラジル、エジプト、マレーシアな
ど56か国。中国、北朝鮮は賛成。米国、ロ
シア、英国、フランス、イスラエル、NATO 
非保有国の多くなどは反対。日本は棄権。
韓国は欠席。
14.「核兵器の人道上の結末」/ 提 案 国：
オーストリア、メキシコなど79か国。イ
ンド、日本は賛成。米国、ロシア、英国、フ
ランス、韓国など反対。中国、北朝鮮、オー
ストラリアなどは棄権。
15.「核兵器の禁止と廃絶に向けた人道
の誓約」/ 提案国：オーストリア、メキシ
コなど28か国。米国、ロシア、英国、フラ
ンス、NATO非保有国（昨年棄権のノル
ウェーも）は反対。中国、インド、パキスタ
ン、北朝鮮、日本など棄権。
16.「核兵器のない世界のための倫理的至
上命題」/ 提案国：オーストリア、エジプ
ト、南アフリカなど28か国。米国、ロシ
ア、英国、フランス、NATO非保有国は反
対。中国、インド、日本、スウェーデン、ス
イスなどは棄権。
17.「核兵器使用の禁止に関する条約」/ 提
案国：キューバ、インド、ナイジェリアな
ど31か国。中国、北朝鮮は賛成。米国、英
国、フランス、NATO非保有国などと昨年
は棄権だった韓国が反対。ロシア、日本は
棄権。
18.「核兵器の危険性の低減」/ 提 案 国：チ
リ、キューバ、インドなど24か国。北朝
鮮、イランは賛成。米国、英国、フランス、
NATO 非保有国などと昨年棄権だった韓
国が反対。ロシア、中国、日本は棄権。
19.「核兵器システムの作戦準備態勢の低
下」/ 提案国：アイルランド、ニュージー
ランド、スウェーデンなど33か国。中国、
日本、NATO非保有国は賛成。米国、ロシ
ア、英国、フランスは反対。韓国と北朝鮮
は棄権。
20.「中東における核拡散の危険性」/ 提 案
国：アラブ連盟の国連加盟国21か国を代
表したエジプトなど23か国。日本、韓国、
ロシア、中国、北朝鮮、イランは賛成。米
国、イスラエル、カナダなどが反対。英国、
フランス、オーストラリア、インドなど棄
権。
21.「包括的核実験禁止条約（CTBT）」/ 提案
国：ニュージーランド、米国など94か国。
反対は北朝鮮のみ。インド、シリアは棄
権。
22.「兵器用核分裂性物質の生産禁止条約

（FMCT）」/ 提案国：カナダ。米国、英国、フ
ランス、インド、日本、韓国は賛成。反対は
パキスタンと昨年は賛成だったイタリ
アのみ。イスラエル、イラン、シリア、昨年
は賛成だったロシア、中国、キューバが棄
権。北朝鮮は欠席。
23.「核軍縮に関する2013年国連総会ハイ
レベル会合のフォローアップ」/ 提案国：
非同盟諸国（NAM）を代表してインドネ
シア。中国は賛成。米国、ロシア、英国、フ
ランス、NATO非保有国の一部などと昨
年は棄権だった韓国が反対。日本は棄権。

B：他の大量破壊兵器 
24.「テロリストの大量破壊兵器取得防止
措置」/ 提案国：米国、英国、フランス、イ
ンドなど94か国。無投票。
25.「テロリストの放射性物質取得防止」/
提案国：英国、フランスなど63か国。無投

票。
26.「生物及び毒素兵器の禁止及び廃棄に
関する条約」/ 提案国：ハンガリー。無投
票。
27.「化学兵器の禁止に関する条約の実施
/履行」/ 提案国：ポーランド。昨年は棄権
だったロシア、中国、イラン、シリアが反
対へ。北朝鮮は欠席。
28.「弾道ミサイル拡散に対するハーグ・
コード」/ 提 案 国：オ ー ス ト リ ア、ベ ル
ギー、チリ。イランのみ反対。中国、パキス
タンなどが棄権。北朝鮮は欠席。

C：宇宙
29.「宇宙行動における透明性と信頼醸成
措置」/ 提案国：米国、ロシア、中国など76
か国。無投票。
30.「宇宙における軍備競争の禁止」/ 提 案
国：中国、エジプト、カザフスタンなど50
か国。反対はゼロ。米国、イスラエルが棄
権。
31.「宇宙兵器先行配備の禁止」/ 提 案 国：
中国、ロシアなど45か国。インド、北朝鮮
は賛成。米国、イスラエル、ウクライナは
反対。オーストラリア、日本、NATO 非保
有国などが棄権。

D：通常兵器  
32.「小型武器の不正取引の阻止と回収の
ための諸国への支援」/ 提案国：英国、フ
ランス、マリなど65か国。無投票。
33.「小型武器のあらゆる側面における不
正取引」/ 提案国：米国、英国、フランス、
コロンビアなど84か国。無投票。
34.「特定の通常兵器の使用の禁止、及び制
限条約」/ 提案国：スリランカ。無投票。
35.「対人地雷禁止及び廃棄に関する条
約の履行」/ 提案国：オーストリア、ベル
ギー、チリ。反対はゼロ。米国、ロシア、北
朝鮮、韓国、キューバ、ベトナムなどが棄
権。
36.「クラスター弾に関する条約の履行」/
提案国：フランス、オランダなど44か国。
ロシアとジンバブエのみ反対。米国、中
国、韓国などが棄権。
37.「劣化ウランを含む兵器及び弾薬使用
の影響」/ 提案国：非同盟諸国（NAM）を代
表してインドネシア。反対は米国、英国、
フランス、イスラエルのみ。ロシア、オー
ストラリア、韓国などが棄権。中国は欠
席。
38.「武器貿易条約(ATT）」/ 提案国：英国、
フランス、フィンランドなど93か国。イ
スラエルは賛成。反対はゼロ。ロシア、イ
ンド、北朝鮮、イランなどが棄権。
39.「武器、装備、デュアルユース物品及び
技術の移転に関する国内法」/ 提案国：オ
ランダ。反対はゼロ。棄権は北朝鮮、イラ
ン、シリアのみ。

E：地域軍縮と安全保障 
40.「地域軍縮」/ 提案国：エジプト、パキ
スタン、トルコなど17か国。無投票。
41.「地域及び準地域的信頼醸成措置」/ 提
案国：エジプト、パキスタン、ウクライナ
など16か国。無投票。
42.「地中海地域における安全保障と協力
体制の強化」/ 提案国：アルジェリア、フ
ランス、英国など58か国。無投票。
43.「地域的信頼醸成措置（中央アフリカ）」
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　私は30年前、「ネバー・アゲイン・キャンペーン」と
いう草の根ボランティア活動に参加しました。単身
渡米し、アラスカ、オレゴン、ネバダ、カリフォルニ
ア、オハイオ、ニューヨーク、マサチューセッツ各州
の主に学校や教会などで、日本文化の紹介と共に、
10フィート運動（米国原爆調査団の調査フィルムを
10フィートずつ買い取る運動）によって制作され
た映画「にんげんをかえせ」やアニメ「ピカドン」な
どを上映し、1年間で約280回のプレゼンテーション
を行いました。渡米前に、多くのヒバクシャの方々
のお話を伺う機会をいただきました。	「自分と同じ
苦しみや悲しみを、地球上の誰にもしてほしくな
い」と願い、全身全霊で「戦争はいけない」「核兵器は
あってはならない」というメッセージを伝えてく
ださいました。「被爆体験のない私に一体何が伝え
られるのだろう？」と不安でいっぱいだった私です
が、「伝えなければ」という気負いは、ヒバクシャの
方々との出会いの中で、「伝えたい」という思いへと
変化していきました。
　一緒に折り鶴をおった後で原爆映画を上映し、ヒ
バクシャのメッセージを伝えると、子どもたちから
は、「この映画を世界のリーダーに見せて！」「ヒロ
シマ・ナガサキを二度と繰り返しちゃいけない！」
「大きくなったら広島・長崎に必ず行くよ！」など、
たくさんの感想が寄せられました。
　帰国し、外国人向け情報誌の編集長をした後、独
立して異文化交流をテーマに雑誌の発行を続ける
中で、あまりの忙しい日々が続き、体調を崩し、若い
時に大事にしていた思いを失いそうになっていた
頃がありました。そんな時に思い出したのは、ヒバ
クシャのメッセージを受け取った子どもたちの瞳
です。その頃から、私は詩や曲をつくるようになり、
2008年8月6日に歌と語りでヒロシマ・ナガサキを伝
える初めてのライヴを行いました。お世話になった
ヒバクシャの方々が年々亡くなっていく中で、自分
に出来る何かをしなければという思いからでした。
被爆体験の朗読と、ヒロシマ・ナガサキを世界に伝

「
伝
え
な
け
れ
ば
」

か
ら

「
伝
え
た
い
」へ

中村 里美 さん
映画「アオギリにたくして」
プロデューサー

える中で生まれた歌により構成されています。たく
さんの皆様にご支援いただき、日本全国ライヴ行脚
が始まりました。2010年秋には、米国ワシントンに
ある（財）カーネギー地球物理学研究所で初の海外
ライヴと共に、広島市より届けられた被爆アオギリ
2世の植樹が行われました。
　そんな中、ライヴ活動を応援してくださり、被爆
体験の朗読をライヴの中でさせていただいていた
ヒバクシャの沼田鈴子さんが、3.11東日本大震災の
4か月後に亡くなりました。沼田さんは、被災地の
方々のことや福島の子どもたちのことを最後まで
心配していました。亡くなる1か月前にお会いした
時、体が弱って力の入らない握りこぶしを膝の上に
立て、「死ぬのは簡単だけど、生きて伝えなければ」
と言った沼田さんの言葉がいつまでも忘れられま
せんでした。
　沼田さんは、広島平和記念公園の被爆アオギリの
木の下で被爆体験を語り継ぎ、被爆アオギリ2世・3
世の苗に「いのちの大切さ」「平和の尊さ」への思い
をたくし、日本全国、そして世界への植樹活動を呼
びかけてきました。
　キノコ雲の下にいた一人の女性がどんな思いで
生きて、被爆体験を語るに至ったかを描いていくこ
とで、戦争体験のない世代が平和を考えるきっかけ
となればという思いから、沼田さんをモデルに映画
「アオギリにたくして」を制作しました。この映画を
観た人が、どうしたら戦争になるのか、どうしたら
防げるのか考え、平和を築くために語り合う場が広
がっていくことを願っています。
　「アオギリにたくして」は、2013年夏に劇場公開
されました。映画を観て感動した人が次々と企画
をしてくださり、日本全国約400か所、700回の上映
を行い、16年6月にはニューヨーク州とマサチュー
セッツ州で計6回の試写上映を行いました。コー
ディネートしてくださったのは、ネバー・アゲイン・
キャンペーン代表で、マサチューセッツ州にある
Berkshire	Community	College元教授（平和学）のド
ナルド・レイスロップさん（82才）と奥様のマリオン
さん（80才）です。現在、アメリカから約150件の上映
オファーをいただいています。
　平和は、誰かに委ねたり、誰かから与えられるも
のではなく、私たち一人ひとりがつくり出していく
もの。ヒロシマ・ナガサキをアメリカで伝えた体験
は、振り返ると私の人生の原点です。

（談。まとめ：山口大輔、写真：荒井摂子）

なかむら・さとみ
㈱ミューズの里代表取締役、シンガーソングライター。

※映画「アオギリにたくして」自主上映をご希望の方は、
ミューズの里（Eメールinfo@musevoice.com、電話・FAX
共通042-810-1100）にご連絡ください。
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ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の利用の際に優
遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらか、またはその両方を選択できます。料金体系は変わりません。詳しく
は、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

編集委員: 梅林宏道<CXJ15621@nifty.ne.jp>、田巻一彦<tamaki@peacedepot.org>、湯浅一郎<pd-yuasa@jcom.home.ne.jp>

荒井摂子<sarai@peacedepot.org>、山口大輔<yamaguchi@peacdepot.org>

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（6 桁）: 会員の方に付いています。●「（定）」:
会員以外の定期購読者の方。●「会費・購読期限」: 会員・購
読者の方には日付が入っています。期限を過ぎている方
は更新をお願いします。●メッセージなし: 贈呈いたしま
すが、入会・購読を歓迎します。

次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。
朝倉真知子、荒井摂子、有銘佑理、梅林宏道、大嶋しげり、
清水春乃、田巻一彦、津留佐和子、中村和子、原三枝子、丸山
淳一、山口大輔、湯浅一郎（50音順）

書: 秦莞二郎

●12月8日　第4次厚木爆音訴訟で最高裁判
決。夜間・早朝の自衛隊機の飛行差し止めと
将来分の損害賠償を認めた高裁判決を破棄。
●12月12日　第26回国連軍縮会議、長崎で開
幕（13日まで）。
●12月13日　トランプ次期米大統領、エクソ

ンモービルCEOのティラーソン氏を国務長
官に指名と発表。
●12月16日　韓国国防部、GSOMIA締結後初
めて日本とDPRK情報を共有したと発表。
●12月19日　政府、DPRKの弾道ミサイルに
備えた住民避難訓練を17年3月までに実施す
る方針を固める。
●12月22日　17年度予算案閣議決定。防衛予
算は5兆1,251億円（前年比1.4％増）。
●12月22日　NSC、自衛隊が平時に米国の艦
艇などを守る武器等防護の運用指針を決定。
●12月22日　プーチン・ロシア大統領、迎撃
されないミサイルを開発し、核戦力を強化す
る必要があると述べる。
●12月22日　トランプ次期米大統領、「核能
力を大いに強化・拡大する必要」とツィート。
●12月23日　国連総会で核兵器禁止条約交
渉を開始する決議が採択。（本号「図説」参照）
●12月23日　国連安保理で武器禁輸を柱と
する南スーダン制裁決議否決。日本は棄権。
●12月23日　中国外務省報道局長、トランプ
氏のツィート（22日）に、最大の核兵器国は率
先して大幅に核兵器を削減するべきと反応。
●1月1日　金正恩朝鮮労働党委員長、新年の
辞でICBMの発射実験は最終段階と述べる。
●1月1日　トルコ・イスタンブールのナイト
クラブが襲撃され39名が死亡、約70名が負
傷。ISが犯行声明。
●1月3日付　政府がニュージーランド政
府とP1哨戒機、C2輸送機を輸出する交渉に
入ったと報道（日経）。
●1月4日　韓国国防省、17年国防政策報告で
有事にDPRK指導部を排除する特殊部隊を早
期に創設すると明かす。
●1月5日　政府、共謀罪を創設するための組
織犯罪処罰法改正案を20日召集の通常国会
に提出する方針を固める。

沖縄
●12月6日　宜野座村城原区集落周辺上空で
オスプレイがつり下げ訓練。沖縄防衛局職員

ら、提供施設外の飛行を確認。
●12月8日　北部訓練場ヘリパッド建設即時
中止を求める米大統領への緊急公開書簡提
出。27団体100人以上が賛同。
●12月9日　翁長知事、那覇軍港の浦添移設
を容認。県議会一般質問。知事就任後初表明。
●12月10日　米「ベテランズ・フォー・ピー
ス」、辺野古新基地・北部訓練場ヘリパッド建
設中止を求める決議を択採。
●12月12日　翁長知事、22日に開催される北
部訓練場返還式典、祝賀会欠席を発表。
●12月13日　普天間飛行場所属MV22オス
プレイ1機、名護市安部沿岸に墜落。別の1機
は普天間に胴体着陸。（本号参照）
●12月15日　辺野古陸上工事再開。キャン
プ・シュワブ内の隊舎2棟を建て替え。
●12月19日　普天間飛行場所属MV22オスプ
レイ全面飛行再開。米軍、「MV22の安全性と
信頼性に自信」と声明。
●12月20日　辺野古違法確認訴訟、最高裁上
告審判決。承認取消しを違法とした高裁判決
が確定し、県の敗訴が確定。
●12月21日　嘉手納基地で米P8哨戒機の牽
引装置が外れ機体に衝突。米軍は「クラスA」
事故に分類。
●12月22日　北部訓練場部分返還記念式典。
菅官房長官「基地負担軽減」を強調。翁長知事
は欠席し、オスプレイ事故抗議集会へ。
●12月26日　県、辺野古違法確認訴訟の敗訴
を受け、辺野古埋立て承認の「取消処分」を取
消し。
●12月26日　日米、地位協定の米軍属適用
範囲明確化のための補足協定締結で「実質合
意」。具体的な締結時期は明示せず。
●12月27日　辺野古新基地建設工事再開。工
事中断から約10か月。沖縄防衛局、県が求め
る実施設計の事前協議を拒否。
●12月29日　在日米軍、政府へ17年1月初頭
にもオスプレイ空中給油訓練を再開るす意
向を政府に伝達。
●1月4日　翁長知事、年頭あいさつ。辺野古
新基地建設阻止へ向け、「建白書精神に基づ
き公約実現に取り組む」と強い決意示す。

2017年核軍縮関連カレンダー

ジュネーブ軍縮会議（CD）
● 1月23日―3月31日　第1会期
●  5月15日―6月30日　第2会期
●  7月31日―9月15日　第3会期　

核兵器禁止条約交渉のための国連会議
　ニューヨーク

●  3月27―31日　第1会期
●  6月15日―7月7日　第2会期

核不拡散条約（NPT）2020年再検討会議
第1回準備委員会

●  5月2―12日　ウィーン
G7サミット

●  5月26―27日　タオルミーナ（イタリア）
核供給国グループ（NSG）総会

●  6月　スイス（都市未定）
武器貿易条約（ATT）第3回締約国会議

●  8月　ジュネーブ
核実験に反対する国際デー

●  8月29日

第72回国連総会
●  9月12日開会　ニューヨーク

国際原子力機関（IAEA）第61回総会
●  9月18―22日　ウィーン

核兵器廃絶国際デー
●  9月26日

生物兵器禁止条約（BWC）締約国会議
●  12月　ジュネーブ

化学兵器禁止条約（CWC）締約国会議
●  11～12月　ハーグ

日 誌
2016.12.6~2017.1.5

作成:有銘佑理、山口大輔

CEO=最高経営責任者/DPRK=朝鮮民主主義人
民共和国（北朝鮮）/GSOMIA=軍事情報包括保
護協定/NSC=国家安全保障会議/ICBM=大陸間
弾道ミサイル/IS=「イスラム国」

ピースデポ
第18回総会
記念講演会

核兵器禁止条約と核の傘
　　　　　　　―北東アジアで考える（仮）

◇講演1：石坂 浩一氏（立教大学准教授）
　　　　「北朝鮮核開発の現状と非核化の課題」（仮）
◇講演2： 田巻 一彦（ピースデポ代表）
　　　　　「いかなる『禁止条約』を構想するか」（仮）　

2017年2月26日（日）16:00～18:30／第18回総会12:30～15:00
明治学院大学白金キャンパス（東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅 徒歩約7分）

後援：
明治学院大学
国際平和研究所

（PRIME）

核兵器廃絶のための新しい情報を得るオープンな場 
アボリション・ジャパン･ メーリングリストに参加を    
 join-abolition-japan.dLNY@ml.freeml.comにメールを送ってください。本文は不要です。


